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ご不明な点がございましたら､ヒューマン･プライムまでお問い合わせください。 ℡.03-5695-7700

従業員が不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりに取り組む企業が増えています。そうした職場づくりの取組は､
離職の防⽌や､従業員の安⼼感・モチベーションの向上､また､新たな⼈材を惹きつけることなどにつながり､企業にとって⼤
きなメリットがあります。今回のHP通信では､厚⽣労働省の『不妊治療を受けながら働き続けられる職場作りのためのマニュ
アル』をもとに､従業員の｢不妊治療と仕事の両⽴｣を⽀援する取組を進めるにあたってのポイントを解説します。

不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくり不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくり

国⽴社会保障･⼈⼝問題研究所の調査による
と､不妊を⼼配したことがある夫婦は
35.0% で､これは夫婦全体の 2.9 組に 1 組
の割合になります。また､実際に不妊の検査
や治療を受けたことがある ( または現在受
けている ) 夫婦は 18.2% で､これは夫婦全
体の 5.5 組に 1 組の割合になります。
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けている ) 夫婦は 18.2% で､これは夫婦全
体の 5.5 組に 1 組の割合になります。

また､近年の晩婚化等を背景に不妊治療を受
ける夫婦が増加しており､⽣殖補助医療によ
る出⽣児の割合も増加しています。
しかしながら､不妊治療に係る実態について
は｢まったく知らない｣｢ほとんど知らない｣
とする⼈が 8 割近くいるとともに､企業の約
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7 割は不妊治療を⾏っている従業員を把握できていません。そうした中で､不妊治療を
したことがある（または､予定している）⽅で不妊治療と仕事を両⽴している⼈は約 5
割しかおらず､3 ⼈に 1 ⼈は両⽴できずに仕事を辞めたり､雇⽤形態を変えています。

7 割は不妊治療を⾏っている従業員を把握できていません。そうした中で､不妊治療を
したことがある（または､予定している）⽅で不妊治療と仕事を両⽴している⼈は約 5
割しかおらず､3 ⼈に 1 ⼈は両⽴できずに仕事を辞めたり､雇⽤形態を変えています。

企業が、従業員の不妊治療と仕事の両⽴⽀援を⾏うには、次のように 5 つのステップで取り組むことが⼤切です。企業が、従業員の不妊治療と仕事の両⽴⽀援を⾏うには、次のように 5 つのステップで取り組むことが⼤切です。

■ 不妊治療と仕事の両立の現状

■ 不妊治療と仕事の両立支援導入ステップ

ステップ❶

取組体制の整備
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ステップ❷

従業員の不妊治療と仕事の両立に関する実態把握

ステップ❷

従業員の不妊治療と仕事の両立に関する実態把握

取組体制の整備として、まずは主導する
部⾨や担当者等を決定し、社内のニーズや
他社の取組について情報収集を⾏います。

チェックリストやアンケートを活
⽤したり、従業員からヒアリング
を⾏い、不妊治療についての社内
の理解度やニーズ等現状を把握
します。なお、労働組合のように
従業員の要望を取りまとめる組織
がある場合には、そうした組織と
意⾒交換することが有効です。

（出典:国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所「2002 年社会保障・⼈⼝問題基本調査」､「2005 年社会保障・⼈ ⼝問題基本調査」､
「2010 年社会保障・⼈⼝問題基本調査」､「2015 年社会保障・⼈⼝問題基本調査」)
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ヒューマン･プライム通信

不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのご検討に､今回ご紹介した厚⽣労働省
のマニュアルやセミナーをぜひご活⽤ください。

企業が何も対策を講じず､不妊治療と仕事の両⽴ができずに離職する⼈材が増えることは､
労働⼒の減少､ノウハウや⼈的ネットワーク等の消失､新たな⼈材を採⽤する労⼒や費⽤の
増加など､企業にとって⼤きなデメリットをもたらします。⼈材の確保・定着を課題として
いる企業にとっては､不妊治療を受ける従業員が⼀定数存在していることや､不妊治療の現
状を理解することが重要だと思います。

■ 厚⽣労働省が標記セミナーをオンデマンド配信（無料）しています。不妊治療の現状や､企業に
おける各種制度の導⼊⽅法と留意点を詳しく紹介していますので､不妊治療と仕事の両⽴への関⼼
がさほど⾼くなかった企業の⽅にもぜひ⾒ていただければと思います。
■ セミナーのコンテンツと視聴⽅法については､厚⽣労働省のプレスリリースをご確認ください。

■ 厚⽣労働省が標記セミナーをオンデマンド配信（無料）しています。不妊治療の現状や､企業に
おける各種制度の導⼊⽅法と留意点を詳しく紹介していますので､不妊治療と仕事の両⽴への関⼼
がさほど⾼くなかった企業の⽅にもぜひ⾒ていただければと思います。
■ セミナーのコンテンツと視聴⽅法については､厚⽣労働省のプレスリリースをご確認ください。

■ 都道府県労働局・雇⽤環境・均等部（室）にて､｢両⽴⽀援等助成⾦（不妊治療両⽴⽀援コース）
（令和 3 年分）｣が設けられています。不妊治療と仕事の両⽴に資する職場環境の整備に取り組み､不

■ 助成⾦の⽀給要件の詳細や具体的な⼿続き､各種申請書のダウンロードについては､こちらの厚

■ 都道府県労働局・雇⽤環境・均等部（室）にて､｢両⽴⽀援等助成⾦（不妊治療両⽴⽀援コース）
（令和 3 年分）｣が設けられています。不妊治療と仕事の両⽴に資する職場環境の整備に取り組み､不
妊治療のために利⽤可能な休暇制度や両⽴⽀援制度を労働者に利⽤させた中⼩企業事業主が対象と
なっております。
■ 助成⾦の⽀給要件の詳細や具体的な⼿続き､各種申請書のダウンロードについては､こちらの厚
⽣労働省ホームページをご参照ください。

■ 不妊治療を受けやすい休暇制度等導入支援セミナーについて

■ 不妊治療と仕事の両立を支援する助成金について

ステップ❸

制度の設計・取組の決定
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制度の設計・取組の決定

ステップ❹　運用ステップ❹　運用

ステップ 2 の現状把握を踏まえて､各企業の
実態に応じた取組を検討し､制度設計を⾏い
ます。不妊治療と仕事の両⽴に特化した制
度だけでなく､従業員のニーズに応じて柔軟
に働ける制度を⽤意することも考え
られます。
なお､制度の内容によっては､
就業規則の改訂が必要となります。

ステップ❺　見直しステップ❺　見直し

制度や取組の実施後は､半年､1 年等､
⼀定の期間が経過したタイミングで､
評価や⾒直しといった振り返りを
⾏うことが効果的です。

不妊治療はプライベートに関することであ
り､従業員本⼈からの制度利⽤の申出が基
本です。本⼈からの申出が円滑に⾏われる
よう､制度に関する情報等を役員､管理職を
含めた従業員全体に周知することが必要で
す。

また､制度の周知と併せて､不妊や不妊治療
を理由としたハラスメントが⽣じることの
ないよう意識啓発を⾏い､不妊治療に理解
のある職場⾵⼟づくりが重要です。

さらに､不妊や不妊治療に関する情報が本
⼈の意思に反して職場に知れ渡ってしまう
ことなどが起こらないよう､プライバシー
の保護には⼗分注意する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/30k.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000848171.pdf

